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法 令 名 介護保険法施行令 法令の番号 平成 10 年政令第 412 号 

不利益処分の種類 介護員養成研修事業者の指定の取消し 根 拠条項 第 3条第 3項 
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 （１）介護保険法施行令（平成 10 年政令第 412 号）第 3条第 3項 

 

（２）介護員養成研修の取扱細則について（介護職員初任者研修関係）（平成 24 年 3 月 28 日老振発第 0328 第 9 号 厚生労働省老健局

振興課長通知） 

 

 （３）佐賀県介護職員初任者研修事業指定要綱 第 12 条 
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